
                   

 

 

労働安全衛生法違反容疑で書類送検 

－機体重量7.8トンの解体用つかみ機の無資格運転－ 
 

 和歌山労働基準監督署（署長 雑賀
さいか

秀元
ひでもと

）は、本日、解体工事業者である「あかり運
うん

総
そう

」の

代表者ほか１名を、労働安全衛生法違反の疑いで、和歌山地方検察庁に書類送検しました。 

 

【事件の概要】 

令和６年 11 月 21 日、被疑者Ａが施工する和歌山県和歌山市鳴神の解体工事現場において、

被疑者Ｂは機体重量３トン以上の解体用車両系建設機械の運転資格がないのに、機体重量 7.8

トンの解体用つかみ機の運転の業務を行った疑い。 

 

１ 被疑者 

（１）被疑者Ａ 

住  所：和歌山県和歌山市内原 

事業内容：解体工事業 

職  業：あかり運総 代表者 

（２）被疑者Ｂ 

   住  所：和歌山県和歌山市内原 

   職  業：あかり運総 作業員 

 

２ 違反条文 

被疑者Ｂに対して、労働安全衛生法違反 

  同法第61条第２項(就業制限) 

 同法施行令第20条第12号(就業制限に係る業務) 

  労働安全衛生規則第41条(就業制限についての資格) 

同法第120条第１号 

同法第122条（両罰規定）により、被疑者Ａに対して、上記の労働安全衛生法違反 

報道関係者 各位 

                                                          
令和８年４月８日 

【照会先】 

和歌山労働基準監督署 

 （電  話）073（407）2200  
 

Press Release 



３ 被疑内容 

労働安全衛生法第61条第１項において、機体重量３トン以上

の解体用車両系建設機械を運転する場合、都道府県労働局長の登

録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他

厚生労働省令で定める資格を有する者以外の者は、当該業務を行

なってはならないことが規定されています。これは、事業者に対

し、労働者に機体重量３トン以上の解体用車両系建設機械の運転

業務を行わせる場合、法定の資格を有する者でなければ、当

該業務に従事させてはならない旨を定めたものです。 

また、同条第２項においては、解体用車両系建設機械の運

転業務を行う者（※１）に対し、法定の運転資格を有してい

なければ、当該業務を行ってはならない旨を定めています。 

本件では、被疑者Ａの統制の下で、被疑者Ｂが法定の運転資格を有していないのに、機体

重量7.8トンの解体用つかみ機の運転の業務を行った疑いがあります。 

（※１）事業者と雇用関係にあることを要せず、事業者の統制の下で業務を行う者。 

 

４ 参考資料 

  別添１ 関係条文 

  別添２ 平成25年７月１日から、鉄骨切断機等も規制対象となる改正「労働安全衛生

規則」が施行されています 

解体用つかみ機の例 
（写真提供：キャタピラー 
ジャパン株式会社） 

 



別添１ 

労働安全衛生法 〈抄〉 

 

第六十一条第一項(就業制限) 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるもの

については、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登

録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格

を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 

 

第六十一条第二項(就業制限) 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、

当該業務を行なってはならない。 

 

同法施行令第二十条第十二号(就業制限に係る業務) 

 機体重量が三トン以上の別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる建設機械で、

動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運

転を除く。)の業務 

  

(罰則) 

第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 
 

一  (前略)、第六十一条第二項、・・・(中略)・・・の規定に違反した者 
 

(両罰)  

第百二十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務に関して、第百十六条、第百十七条、第百十九条又は第百二十条の違反行

為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科す

る。  

 

 

労働安全衛生法施行令 〈抄〉 

 

同法施行令別表第七第六号(建設機械) 

 解体用機械 

一 (中略) 

二 一に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 

 

 

 

 

 

 



労働安全衛生規則  〈抄〉 

 

第四十一条(就業制限についての資格) 

  法第六十一条第一項に規定する業務につくことができる者は、別表第三の上欄に掲げる業
務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。 

 

第百五十一条の百七十五第一項（定義）   

この節において解体用機械とは、令別表第七第六号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不

特定の場所に自走できるものをいう。 

 

第百五十一条の百七十五第二項（定義） 

令別表第七第六号２の厚生労働省令で定める機械は、次のとおりとする。 

一  鉄骨切断機 

二  コンクリート圧砕機 

三  解体用つかみ機 

 

同則別表第三(第四十一条関係) 

業務の区分 業務につくことができる者 

 

令第二十条第十二号の業務のうち令別表第

七第六号２に掲げる建設機械の運転の業務 

一 車両系建設機械(解体用)運転技能講習

(平成二十五年七月一日以後に開始されたも

のに限る。)を修了した者 

二 その他厚生労働大臣が定める者（※２） 

 

 

（※２）昭和47年９月30日付け労働省告示第113号 〈抄〉 

  

七 安衛則別表第三令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第六号 1 に掲げる建設機械

の運転の業務の項第三号の厚生労働大臣が定める者及び同表令第二十条第十二号の業務のう

ち令別表第七第六号 2 に掲げる建設機械の運転の業務の項第二号の厚生労働大臣が定める者

は、次に掲げる者とする。 

 

イ 能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第二

の訓練科の欄に定める機械整備系建設機械整備科又は揚重運搬機械運転系建設機械運転科

の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)(厚生労働省労働基準局長が指定するものに

限る。)を修了した者 

 

ロ 能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第四

の訓練科の欄に掲げる建設機械整備科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)(厚生

労働省労働基準局長が指定するものに限る。)を修了した者 



 

ハ 旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、平成五年改正前の能開

法規則別表第三の訓練科の欄に掲げる建設機械整備科又は建設機械運転科の訓練(厚生労

働省労働基準局長が指定するものに限る。)を修了した者 

 

ニ 旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である能力再開発訓練のうち、平成五年改正前

の能開法規則別表第七の訓練科の欄に掲げる建設機械整備科又は建設機械運転科の訓練

(厚生労働省労働基準局長が指定するものに限る。)を修了した者 



鉄骨切断機 コンクリート圧砕機 解体用つかみ機

休業4日以上災害 合計５人 休業4日以上災害 合計100人休業4日以上災害 合計11人

※ 資料出所：労働者死傷病報告
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鉄骨切断機等を使用して作業を行う事業者の皆さまへ
鉄骨切断機等を製造する製造者の皆さまへ

平成25年７月１日から、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つか
み機（以下「鉄骨切断機等」という）は、労働安全衛生法令（安衛法令）上
の車両系建設機械の解体用機械として、規制の対象となっています。
これまで鉄骨切断機等は車両系建設機械には該当せず、安衛法令は適用さ
れませんでしたが、休業４日以上の死傷災害が年間100件以上も発生して
おり、死亡災害等の重篤な災害も起こっていることから、対象とすることと
しました。
改正労働安全衛生規則（安衛則）の改正のポイントをまとめましたので、
鉄骨切断機等の車両系建設機械の安全な使用のためにお役立てください。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

平成23年労働災害発生状況

規制対象となる鉄骨切断機等

鉄骨切断機
（鉄骨を切断）

コンクリート圧砕機
（コンクリート構造物を砕く）

解体用つかみ機
（木造工作物を解体）

日立建機株式会社製
建設業労働災害防止協会（建災防）提供

キャタピラージャパン株式会社製
同社提供

日立建機株式会社製、同社提供
（上写真右はコンクリート圧砕機（大割）・左は同（小割））

平成25年７月１日から、鉄骨切断機等も規制対象となる
改正「労働安全衛生規則」が施行されています
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第1項 ④第2項

機械等貸
与者措置

構造規格
定期自主
検査

特定自主
検査

就業制限 特別教育
その他
の規制

6
号
解体用機械 ○ ○ ○ ○

機体重量
３ｔ以上

機体重量
３ｔ未満

○

（注３）7月1日以降に製造手配したものは改正構造規格の対象となる。
（注４）解体用機械とは、ブレーカ及び鉄骨切断機等をいう。

（注２）新たな解体用機械の就業制限については、所要の経過措置を設ける。
（注１）「令」は労働安全衛生法施行令、「安衛則」は労働安全衛生規則の略。

⑥安衛則
36条

⑦安衛則　　政省令

機種

③令15条
①令10条 ②令13条 ⑤令20条

鉄骨切断機等は、安衛法令による解体用機械として次の義務がかかります。

① 機械等貸与者（リース業者）は、貸し出すに際しあらかじめ、点検、整備を実施（法33条）

② 厚生労働大臣が定める構造規格を具備しないと、譲渡、貸与等を禁止（法42条）

③ 定期自主検査（１年以内、１月以内ごと）を実施（法45条第１項）

④ １年以内ごとに行う定期自主検査は一定の資格者が実施（特定自主検査、法第45条第2項）

⑤ ３トン以上の機体重量の機械の運転の業務は、技能講習の修了者以外は禁止（法61条）

⑥ ３トン未満の機体重量の機械の運転の業務に就かせるときは特別の教育を実施（法59条第3項）

⑦ その他使用上の規制の履行（安衛則第2編第2章第1節）

労働安全衛生法（以下「法」という。）及び関係政省令等により、解体用機械については、
上の表の①から⑦について次の措置が必要です。

上の⑦のその他使用上の規制（安衛則）の主な内容は次のとおりです。（下線部が今回の改
正条文）

１） 構造 前照燈（152条）、ヘッドガード（153条）

２） 使用 地形等の調査及び記録（154条）、作業計画（155条）、転落等の防止等（157条、

157条の２）、接触の防止（158条）、合図（159条）、主たる用途以外の使用の制限（164条）

修理等（165条）、アタッチメントの倒壊等による危険の防止（166条の２）、アタッチメントの

装着の制限（166条の３）、アタッチメントの重量の表示等（166条の４）、定期自主検査

（167条、168条）、使用の禁止（171条の４、171条の５）、立入禁止等（171条の６）

強度（1条）、安定度（2条、3条、4条）、走行用ブレーキ（5条）、作業装置用ﾌﾞﾚｰｷ（6条）、運転に必要な

視界等（9条）、ｱｰﾑ等の昇降による危険防止設備（11条）、警報装置（13条）、作業範囲を超えたとき

の自動停止装置等（13条の２）、安全弁等（14条）、表示（15条）

上の②の厚生労働大臣が定める構造規格（車両系建設機械構造規格）の主な内容は次のとお
りです。（下線部が今回の改正条文）
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根拠条文 措置

車両系建設機械（ﾌﾞﾚｰｶを除

く。）の運転室
構造規格第９条第３項 安全ガラス

ブレーカの運転室 構造規格第９条第４項 安全ガラス  ｏｒ 飛来物防護設備

鉄骨切断機又はコンクリート圧

砕機の運転室
構造規格第９条第５項 安全ガラス＋飛来物防護設備

解体用つかみ機の運転室 構造規格第９条第３項 安全ガラス

運転室のない解体用機械 安衛則第１７１条の５
アタッチメントの覆い、飛来物防護設備

又は保護具

　運転室（運転席を含む。）前面の飛来物防護措置

改正のポイント１〔構造関係〕

シート
ベルト

１ ヘッドガード（安衛則第153条）

２ 転倒時保護構造及びシートベルト（安衛則第157条の２）

補足事項
① １、２の措置とも、解体用機械に限らず車両系建設機械
全般を対象に課していますが、１は義務、２は努力義務で
す。
② ２に関しては、路肩、傾斜地等での転倒、転落防止の
ための誘導者の配置や路肩の崩壊防止等の措置も徹底
してください。（安衛則第157条）

運転室周りの飛来物防護設備の例

※上の写真：ｷｬﾀﾋﾟﾗｰｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社製、同社提供

フロントガード（物
体の飛来による
危険を防止するた
めの設備）

ﾍｯﾄﾞｶﾞｰﾄ（岩石等の
落下による危険を防
止するための設備）

前面ガラス
(安全ｶﾞﾗｽ）

３ 運転室のない解体用機械の使用禁止（安衛則第171条の５）

補足事項 危険の防止措置は、次の例があります。
① アタッチメント自体への覆いの取付け
② 物体の飛来又は激突の強さに応じた
防護設備の取付け
③ 物体の飛来の強さが十分弱い場合、
顔面の保護面を有する保護帽等の使用

４ 運転に必要な視界等（運転室の飛来物防護設備）（構造規格第９条）

事業者の皆さまへ

製造者の皆さまへ

岩石の落下等（鉄骨切断物を含む。）により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で解体用機械
を使用するときは、堅固なヘッドガードを備えたものを使ってください。

路肩、傾斜地等で転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある
場所で解体用機械を使用するときには、転倒時保護構造を有し、かつシー
トベルトを備えたもの以外の機械を使用しないよう努めてください。
また、運転者にはシートベルトを使用させるよう努めてください。

鉄骨切断機及びコンクリート圧砕機の運転室には、その前面に、物体の飛来による危険を防止する
ための設備を備えてください。

物体の飛来等により運転者に危険が生ずるおそれのあ
るときは、運転室を有しない解体用機械を用いて作業
を行わないでください。（ただし、物体の飛来等によ
る危険の防止措置を講じた場合を除きます。）
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ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機（コマツ製、同社提供）と
アタッチメントのｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕具（大割）

改正のポイント２〔アタッチメントを交換できる車両系建設機械
（解体用機械に限りません）の使用関係〕

１ 修理、アタッチメント交換時の措置（作業指揮者）（安衛則第165条）

２ アタッチメントの倒壊等による危険の防止（安衛則第166条の２）

３ アタッチメントの装着の制限（安衛則第166条の３）

４ アタッチメントの重量の表示等（安衛則第166条の４）

補足事項

補足事項

５ 取り替えられるアタッチメントへの表示等（構造規格第15条第３項）

① 架台は、専用の架台に限らず、敷角等アタッチメントの倒壊等を
防止できるものであれば可。
② 安定的に地面に置くことができるアタッチメントにまで架台の使用
を義務付けているものではありません。

① アタッチメントには、鉄骨切断具、コンクリート圧砕具、解体用つかみ具、ブレーカユニ
ット、バケット、ジッパーが含まれます。
② 「バケット、ジッパー等」の「等」には、「解体用つかみ具」が含まれ、その場合は最大積
載重量は、最大持上げ重量を示します。
③ 平成25年６月30日までに譲渡等された機械について、その機械を譲渡等した者は、相
手方の求めに応じてアタッチメントの重量の情報を提供する必要があります。
④ アタッチメント自体にも同様の表示を行うことが望ましいものです。

取り替えられるアタッチメントを有する車両系建設機械への表示は、

製造時
製造者が次の事項を表示
・装着したｱﾀｯﾁﾒﾝﾄの重量等
・装着可能な範囲のアタッチ
メントの重量等

使用時

アタッチメントを交換した使
用者は次の事項を表示
・交換後のアタッチメントの
重量等譲渡

架台※建設荷役車両安全
技術協会提供

事業者の皆さまへ

製造者の皆さまへ

車両系建設機械の修理又はアタッチメントの装着又は取り外しの作業を行うときは、当該作業を
指揮する者を定め、その者に、ブーム等の降下による危険を防止するための安全支柱、安全ブ
ロック等（第166条）及びアタッチメントの倒壊等による危険を防止するための架台（安衛則第
166条の２）の使用状況を監視させてください。

車両系建設機械のアタッチメントの装着又は取り外しの作業を行うときは、
アタッチメントが倒壊すること等による労働者の危険を防止するため、当該
作業に従事する労働者に架台を使用させてください。

車両系建設機械には、その構造上定められた重量を超えるアタッチメントを装着しないでください。

アタッチメントを取り替えたときは、運転者の見やすい位置にアタッチメントの重量（バケット、
ジッパー等を装着したときは、当該バケット、ジッパー等の容量又は最大積載重量を含む。）を表
示し、又は当該車両系建設機械に運転者がアタッチメントの重量を容易に確認できる書面を運転席
周辺の容易に取り出せる場所に備え付けてください。

取り替えられるアタッチメントを有する車両系建設機械は、製造者名等の事項に加え、運転者の見
やすい位置に当該アタッチメントの重量及び装着することができるアタッチメントの重量が表示さ
れているか又は運転者がアタッチメントの重量を容易に確認できる書類が備え付られているものと
してください。（※容易に確認できる書類とは、取扱説明書のような厚いものでなく、アタッチメ
ントの重量をすぐ確認できる１枚程度のものです。）
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http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0045/8536/kinyuurei.pdf
※作業計画モデルは宮城労働局ホームページからダウンロード可能です。

１ 地形等の調査及び記録（安衛則第154条）

３ 主たる用途以外の使用の制限（安衛則第164条）

５ 立入禁止等（安衛則第171条の６）

２ 作業計画（安衛則第155条）

４ 定期自主検査（安衛則第167条及び第168条）

補足事項 ① この立入禁止の範囲は、物体の飛来に加え、
解体用つかみ機によりつかんだ物やアタッチメン
トに激突されるおそれのある範囲も含まれます。
カラーコーン等で区分けしてください。
② 解体用機械の誘導者も立入禁止区域への立
入りは禁止されます。飛来等のおそれのある区域
外から誘導するようにしてください。

※建災防提供

※建災防提供

事業者の皆さまへ

解体用機械を用いて解体作業を行うときは、転落、転倒による労働者の危険を防止するため、あら
かじめ、当該作業に係る場所について地形等（地盤の強度、傾斜等を含みます。）の状態等を調査
し、その結果を記録してください。

解体用機械を用いて作業を行うときは調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、その
作業計画により作業を行ってください。作業計画には、機械の種類及び能力、運行経路、作業方法
（機械の位置や立入り禁止区域等を含む。）を示すとともに、関係労働者に周知してください。

解体用機械のアタッチメントにワイヤロープをかけて荷
のつり上げ作業を行う等解体用機械の主たる用途以外の
用途に使用しないでください。

解体用機械については、１年以内ごとに１回、定期に、自主検査を行ってください。
この場合、その検査（特定自主検査）は検査業者又は一定の資格者に行わせてください。
また、１月以内ごとに１回、定期に、自主検査を行ってください。

解体用機械を用いて作業を行うときは次の措置を講じてください。
① 物体の飛来等により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に運転者以外の労働者を立ち入
らせないこと。

② 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作
業を中止すること。

改正のポイント３〔解体用機械の使用関係〕
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改正のポイント４〔長い作業装置を有する解体用機械関係〕

２ 傾斜地等での使用の禁止（安衛則第171条の４）

補足事項
① 「労働者に危険が生ずる場所」には、傾斜角が５度を超え
る傾斜地、岩石、根株等があって転倒等のおそれのある場
所が含まれます。
② 補強やガードレールを設置した路肩、必要な広さ及び強
度を有する鉄板の敷設や締め固めを行った地盤は、「労働
者に危険が生ずる場所」には含まれません。（安衛則第157
条、第157条の２も同様です。）

１ １月以内に実施する定期自主検査の項目の追加（安衛則第168条）

補足事項
① 逆止め弁は、油圧ホースの損傷等により油圧が急激に低下したときにブームの急
降下を防止するための弁でブームシリンダーの下部に備えられます。１月以内の検査
では、油漏れの有無をチェックします。
② 警報装置は、作業範囲を超えてブーム等が操作されたときに警音を発する装置の
ことです（下記４の警音を発する装置）。作業範囲を超えた時に作動するかをチェックし
ます。
③ 「警報装置等」の「等」には、自動停止装置、ブーム角度計、水準器が含まれます。
これらが、正常に作動するかをチェックします。

３ 前方安定度（構造規格第４条第５項）

４ 作業範囲を超えたときの自動停止装置等（構造規格第１３条の２）

５ 安全弁等（構造規格第１４条第２項）

特定解体用機械のコンクリート圧砕機
コベルコ建機株式会社製、同社提供

事業者の皆さまへ

解体用機械のうちブーム及びアームの長さの合計が１２メートル以上である機械（以下「特定解体
用機械」という。）については、１月以内ごとに定期に、操作装置、作業装置等の異常の有無に加
え、逆止め弁、警報装置等の異常の有無について、自主検査を実施してください。

路肩、傾斜地等であって、「特定解体用機械」の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれ
がある場所では、特定解体用機械を用いて作業を行わないでください。

製造者の皆さまへ

特定解体用機械は、ブーム及びアームが向けられている側の転
倒支点における安定モーメントの値をその転倒支点における転
倒モーメントの値で除して得た値が１．５以上である前方安定
度を有するものとしてください。

特定解体用機械で作業範囲を超えてブーム又はアームが操作さ
れるおそれのあるものは、作業範囲を超えてブーム及びアーム
が操作されたときに、起伏装置等の作動を自動的に停止させる
装置又は警音を発する装置を備えているものとしてください。

油圧を動力として用いる特定解体用機械の起伏装置等は、当該
油圧の異常低下によるブーム及びアームの急激な降下等を防止
するための逆止め弁を備えているものとしてください。

傾斜したと
ころでは使
わない
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改正のポイント５〔鉄骨切断機等の運転業務関係〕

１ 機体重量３トン以上の鉄骨切断機等の運転の業務に就くことができる者（安衛則別表第３）

補足事項
① 車両系建設機械（解体用）運転技能講習（以下「解体用技能講習」という。）は、ブレーカを
対象としたものから、ブレーカ及び鉄骨切断機等の４機種を対象としたものに変わります。
（平成25年７月１日）
② 講習内容が充実したことにより、講習時間は改正前の35時間から改正後は38時間となり
ます。また、整地・運搬・積込み用及び掘削用の技能講習を修了した者に対する特例の講
習の時間は、改正前の３時間から改正後は５時間となります。（詳細は次ページを参照ください。）
③ 改正前の解体用技能講習を修了した者は、平成25年７月１日以降も引き続きブレーカの
運転業務に就くことができます。
④ 技能特例講習の種類は、資格、経験に応じて４種類です。 （詳細は次ページを参照ください。）
⑤ 国土交通省資格の建設機械施工技士の方も鉄骨切断機等の運転に当たっては、講習の
受講が必要です。 （詳細は次ページを参照ください。）

２ 機体重量３トン以上の鉄骨切断機等の運転の業務に引き続き就くことができる者
（平成25年７月１日から平成26年６月30日まで、安衛則改正省令附則第３条第１項）

３ 機体重量３トン以上の鉄骨切断機等の運転の業務に就くことができる者
（平成26年７月１日から平成27年６月30日まで、安衛則改正省令附則第３条第２項）

補足事項

４ ３トン未満の鉄骨切断機等の運転の業務に就かせるときの特別教育（安衛則第36条第９号）

① 小型車両系建設機械（解体用）運転の業務に係る特別教育（以下「小型解体用特別教育」
という。）は、ブレーカを対象としたものから、ブレーカ及び鉄骨切断機等の４機種を対象とした
ものに変わります。（平成25年７月１日）
② 教育内容が充実したことにより、教育時間は改正前の12時間から改正後は14時間となります。
③ 改正前の小型解体用特別教育を受けた者は、平成25年７月１日以降も引き続き機体重量
３トン未満のブレーカの運転業務に就くことができます。
④ 改正後の小型解体用特別教育の講習科目及び時間は次のとおりです。

１）学科教育

走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識
運転に必要な一般的知識に関する知識
関係法令

２）実技教育

合計

走行の操作
作業のための装置の操作

２時間
２．５時間
１．５時間
１時間

４時間
３時間

１４時間

事業者の皆さまへ

機体重量３トン以上の鉄骨切断機等の運転は、平成25年７月１日以降に開始される車両系建設機械
（解体用）運転技能講習を修了した者等に行わせてください。

① 改正前の解体用技能講習（ブレーカに係る技能講習）を修了した者、
② 平成25年７月１日時点で、鉄骨切断機等の運転の業務に従事しており、かつ、当該業務に６月以
上従事した経験を有する者
は、平成26年６月30日までの間は、引き続き鉄骨切断機等の運転の業務に就くことができます。

上記２の①、②の者は、平成26年７月１日以降は、平成27年６月30日までの間に行われる都道
府県労働局長の定める講習（技能特例講習）を修了しないと鉄骨切断機等の運転の業務に就けない
こととなりましたので、できるだけ早く受講させてください。

平成25年７月１日以降に、３トン未満の鉄骨切断機等の運転の業務に労働者を就かせるときは、
改正された安全衛生特別教育規程の教育科目、範囲及び時間に基づく特別教育を実施してくださ
い。
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技能講習修了証の保有状況

車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了証

車両系建設機械(整地等用)運転技能講習修了証

運転技能講習修了証なし

無

有

無

有

有

無

第１種技能特例講習

第２種技能特例講習

第３種技能特例講習

改正後 短縮講習

第４種技能特例講習

解体用フルの講習

技
能
特
例
講
習
の
種
類

鉄骨切断機
等の運転経
験６月以上
(平成25年７
月１日現在)
の有無

学科講習

講習科目

走行に関する装置の構
造及び取扱いの方法に

関する知識

４時間 免除 免除 免除 ４時間 免除 免除 免除 免除 免除 免除 ２時間

作業に関する装置の構
造、取扱い方法及び作

業方法に関する知識

４時間 ４時間 １時間 免除 ５時間 ５時間 ２時間 １時間 １時間 １時間 ２時間 2.5時間

運転に必要な一般的事
項に関する知識

２時間 免除 0.5時間 免除 ３時間 0.5時間 0.5時間 0.5時間 0.5時間 0.5時間 0.5時間 1.5時間

関係法令 １時間 免除 0.5時間 免除 １時間 0.5時間 0.5時間 0.5時間 0.5時間 0.5時間 0.5時間 １時間

小       計 １１時間 ４時間 ２時間 ０時間 １３時間 ６時間 ３時間 ２時間 ２時間 ２時間 ３時間 ７時間

実技講習

講習科目

走行の操作 ２０時間 免除 免除 免除 ２０時間 免除 免除 免除 免除 免除 免除 免除

作業のための装置の操
作

４時間 ４時間 １時間 免除 ５時間 ５時間 ２時間 １時間 免除 １時間 免除 免除

小       計 ２４時間 ４時間 １時間 ０時間 ２５時間 ５時間 ２時間 １時間 ０時間 １時間 ０時間 ０時間

合　　　計 ３５時間 ８時間 ３時間 ０時間 ３８時間 １１時間 ５時間 ３時間 ２時間 ３時間 ３時間 ７時間

車両系建設機械（解体用）運転技能講習（国交省資格取得者別）比較表

（注１）表中ｼｮﾍﾞﾙ系は、建設機械施工技術検定の１級合格者でｼｮﾍﾞﾙ系の選択者、２級の第２種合格者、ﾄﾗｸﾀｰ系は１級合格
        者でﾄﾗｸﾀｰ系の選択者、２級の第１、３種合格者、ｼｮﾍﾞﾙ系・ﾄﾗｸﾀｰ系以外は1級合格者でﾄﾗｸﾀｰ系、ｼｮﾍﾞﾙ系を選択しな
        かった者（ﾓｰﾀｰ･ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ、締め固め、ほ装用、基礎工事用を選択した者）、２級の第４、５、６種合格者を示します。

（注２）技能特例講習は、平成25年６月から平成27年６月30日までの約２年間実施されます。

（注３）技能特例講習の対象者については、それぞれ第１種は改正前の解体用技能講習修了者で６カ月以上の鉄骨切断機等の
       運転経験者、第２種は改正前の解体用技能講習修了者で６カ月未満の鉄骨切断機等の運転経験者、第３種は整地・運搬・
       積込み用及び掘削用技能講習修了者で６カ月以上の鉄骨切断機等の運転経験者、第４種は６カ月以上の鉄骨切断機等
       の運転経験者が対象です。

建設機械施工技士
の資格と車両系建
設機械（解体用）の
各種技能講習の講
習科目

解体用
フルの
講習
（第２
条）

ショベル
系・トラク

ター系以
外
（第３条）

整地・運
搬・積込
み用及び

掘削用（ト
ラクター
系）

（第４条）

解体用
フルの
講習
（第２
条）

ショベ
ル系

改正前　車両系建機（解体用）
技能講習規程

改正後 車両系建機（解体用）
技能講習規程

経過措置　技能特例講習
（労働基準局長通達）

第1種
技能特
例講習

第２種
技能特
例講習

第３種
技能特
例講習

第４種
技能特
例講習

整地・運
搬・積込
み用及び

掘削用（ト
ラクター
系）

（第４条第
１項）
（短縮講
習）

ショベル
系
（第４条

第２項）

ショベル
系・トラク

ター系以
外

（第４条
第３項）

講習時間 講習時間 講習時間

講習時間 講習時間 講習時間
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Ｑ１ 車両系建設機械（例えば、解体用つかみ機）を建設業以外の事業（例えば、産業廃棄物処理業）
で使用する場合は資格は不要ですか？

Ａ 建設業で使用する場合と同様の資格が必要です。

Ｑ２ 油圧ショベルのアタッチメントを今回の改正で加わった作業具以外のものに交換した場合は、車
両系建設機械ではなくなるのでしょうか？

Ａ 元々車両系建設機械として設計、製造された機械のアタッチメントを一時的に別のアタッチメ
ントに交換しても車両系建設機械です。なお、未規制のアタッチメントのままで使い続ける場
合は、車両系建設機械でない状態になりますが、車両系建設機械に準じた取扱いをお願いしま
す。

Ｑ３ 今回の改正で加わった解体用機械（専用機）の定期自主検査はいつまでに実施すれば良いでし
ょうか？

Ａ 鉄骨切断機等（専用機）の定期自主検査の起算日は、平成25年7月1日ですので、平成26年
6月30日までの間に定期自主検査を実施してください。

Ｑ４ 技能特例講習を受講しないでいるとどうなるのでしょうか？

Ａ 平成26年7月1日以降は、技能特例講習を受講していないと、鉄骨切断機等の運転業務に就く
ことができなくなります。また、平成27年7月1日以降は経過措置の講習である技能特例講習
は実施されなくなりますので、受講者が有している資格により、平時のフルの講習又は短縮講
習を受講していただくことになります。

Ｑ５ 現在、ヘッドガードが装備されていない鉄骨切断機等を使用していますが、平成２５年７月１日以
降も使い続けることはできますか？

Ａ 平成2５年7月1日以降、鉄骨の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で、ヘッ
ドガードが備え付けられていない鉄骨切断機等を使用する場合には、ヘッドガードを追加取付
する、あるいはヘッドガードを備えた別の鉄骨切断機等を使うようにする必要があります。

よくあるＱ＆Ａ

◆ このリーフレットに関するご質問等は、最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署

にお問い合わせください。

厚生労働省法令等データベースサービス http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ 2013.6
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Ｑ６ 第３種もしくは第４種の特例講習を受講するとブレーカーの運転はできますか？
Ａ 第３種及び第４種修了者は、ブレーカー、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用

つかみ機の運転ができます。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/
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● 長袖の作業着など肌の見えない服装で作業しましょう。
● ヘルメットや安全靴など底の厚い靴、丈夫な手袋を着用
しましょう。

● 防じんマスクやゴーグルを着用しましょう。
● 防じんマスクの使用に当たっては、使用前に漏れがない
か確認するためのフィットチェックをしましょう。

１災害に遭わないための服装

２安全な作業のための準備

● 作業を開始する前に、作業主任者、責任者を選任し、
その者の指示を受けて作業を行いましょう。
● 周りで作業を行っている人に危険が及ぶことのない
よう、作業計画を作成し、作業員間で連絡を取り合い、
十分注意して作業を実施しましょう。
● ガレキ等の廃材を運搬するための運搬経路を確保し
ましょう。
高さ５ｍ以上のコンクリート造、鉄骨造の建築物、工作物を

解体する時は、作業主任者の選任が必要
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者
木造建築物を解体する時は、作業指揮者の選任が必要

解体作業での留意事項
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３作業中に注意すべき事項

がれきの処理の際
● 安定の悪いがれきの上などで作業をしないようにしましょう。
● 重いものを無理に㇐人で運ぶのはやめましょう。
● 倒れた柱などの長尺のがれきを運ぶときは、周りに人がいな
いか十分注意しましょう。
● 薬品（液体）の容器や、液漏れした機械を見つけた場合には
作業責任者に連絡しましょう。
● 石綿が含まれているおそれのある建材については、散水等
によりできるだけ湿潤化するとともに、原則、割らずに片付けま
しょう。
● 作業中の重機（車両系建設機械、移動式クレーン等）に近
づかず退避しましょう。
荷積みの際
● トラックなどへがれきを積む際は「積み過ぎ」に注意しましょ
う。
● トラック荷台に積まれたがれきに乗らないようにしましょう。
その他の留意事項

● 夏場など暑い時期は水分、塩分を補給し休憩をとりましょう。

● 粉じんが舞うような場所で飲⻝や喫煙をしないようにしまし
ょう。

※体調が悪くなった場合、被災した場合は、作業を直ち
に中止し、すぐに作業責任者にその旨を伝え、救急搬
送をしましょう。
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４技能講習留意事項

昭和４７年９月３０日に労働安全衛生法施行に伴い就
業制限業務として機体重量３ｔ以上の車両系建設機械に
対し技能講習制度が始まった。

特例講習として昭和４７年１０月１日から昭和４９年９月３０日まで実施さ
れた。特例講習修了証には特例と記載がある。

↓
昭和５３年１月１日就業制限業務として機体重量３ｔ以
上の車両系建設機械（基礎工事用）運転技能講習が始
まり、車両系建設機械運転技能講習には、整地・運搬・
積込み用及び掘削用の表記がなされた。
基礎工事用の特例講習は昭和５３年１月１日から昭和５３年１２月３１日
まで実施された。＊特例講習修了証には特例と記載がある。

昭和４７年９月３０日から昭和５２年１２月３１日までに実施された車両
系建設機械運転技能講習修了者（特例を含む）は、整地・運搬・積込み用
及び掘削用のみ有効である。

↓
平成２年１０月１日就業制限業務として機体重量３ｔ以
上の車両系建設機械（解体用）技能講習が始まった。

解体用の特例講習は平成２年１０月１日から平成４年９月３０日まで実
施された。＊特例講習修了証には特例と記載がある。

車両系建設機械（解体用）技能講習（特例を含む）は平成２年１０月１日

から平成２５年６月３０日まで実施された。

↓
平成２５年７月１日機体重量３ｔ以上の車両系建設機械
（解体用）は、従来ブレーカーのみであったが、鉄骨切断
機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機の３機種が追
加される。

平成２年９月２６日から平成２５年６月３０日までに実施された、解体用運転技能
講習修了者（特例を含む）はブレーカーのみ運転が可能である。
改正のポイント５により特例講習が実施される。

特例講習修了証には、特例の記載があり１種から４種の内いずれかの
種別の記載がある。特例講習を修了することによりブレーカー、鉄骨切断
機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機の運転が可能となる。
特例講習期間は平成２５年７月１日～平成２７年６月３０日まで実施予定


